
①
新
し
い
岩
国
市
の
市
章
は
、
旧
岩
国

市
市
章
と
決
ま
り
ま
し
た
。

②
愛
宕
山
開
発
事
業
は
、
大
き
な
赤
字

が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
井
原
市

長
は
、
放
置
で
き
な
い
と
の
見
解
を

示
し
ま
し
た
。

③
岩
国
市
交
通
局
に
お
け
る
不
祥
事
に

つ
い
て
再
発
防
止
と
厳
罰
を
と
の
要

望
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

「
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
」
の
設
立
の
議
案
が
12
月
に
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
日
本
共
産
党
市
議
団
は
、

高
齢
者
の
年
金
か
ら
か
ら
保
険
料
を
天

引
き
す
る
違
憲
、
違
法
な
も
の
と
反
対

討
論
を
行
い
、
反
対
し
ま
し
た
。
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選
挙
後
初
の
議
会
、
12
月
定
例
議
会
が
12
月
26
日
に
終
わ
り
ま
し
た
。

今
回
の
議
会
の
大
き
な
出
来
事
は
、
空
母
艦
載
機
受
け
入
れ
派
の
議
員
が
、

最
終
日
に
「
市
長
問
責
決
議
案
」
を
提
出
し
、
17
対
15
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
で

し
た
。
当
日
は
、
多
数
の
傍
聴
者
が
詰
め
か
け
、
受
け
入
れ
派
の
議
員
に
は
、

大
き
な
圧
力
と
な
り
ま
し
た
。

一
般
質
問
は
４
名
全
員
が
お
こ
な
い
、
団
長
の
大
西
議
員
は
、
①
愛
宕
山
開

発
問
題
②
民
間
空
港
問
題
③
瓦
谷
の
火
災
問
題
④
い
じ
め
対
策
に
つ
い
て
、
山

田
議
員
は
、
①
新
市
建
設
計
画
に
か
か
わ
る
財
政
問
題
②
国
道
１
８
８
号
線
の

渋
滞
対
策
③
障
害
者
自
立
支
援
問
題
に
つ
い
て
、
古
谷
議
員
は
、
①
地
域
振
興

に
つ
い
て
②
農
業
問
題
③
小
規
模
福
祉
作
業
所
の
今
後
に
つ
い
て
、
藤
本
議
員

は
、
①
米
軍
再
編
②
国
民
保
護
計
画
③
介
護
保
険
の
減
免
制
度
に
つ
い
て
―
そ

れ
ぞ
れ
お
こ
な
い
ま
し
た
。

今
年
は
４
月
に
県
議
選
、
７
月
に
は
参
院
選
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
自
民
・

公
明
内
閣
の
下
で
、
働
い
て
も
働
い
て
も
豊
に
な
れ
な
い
、
社
会
に
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
の
世
の
中
を
変
え
る
方
針
を
持
っ
て
い
る
日
本
共
産
党
の
出
番
の
年

で
す
。
私
た
ち
も
全
力
で
が
ん
ば
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

前県議 久米慶典市議 古谷清子市議 大西明子市議 藤本博司市議 山田泰之

愛
宕
山
開
発
事
業
の
収
支
見
込
が
、

１
８
４
億
円
〜
４
９
２
億
円
の
赤
字

に
な
る
と
「
愛
宕
山
地
域
開
発
事
業

見
直
し
検
討
協
議
会
」
が
試
算
結
果

を
示
し
ま
し
た
。

１
次
造
成
で
中
止
し
て
も
２
５
１

億
円
の
赤
字
に
、
30
年
か
け
て
完
成

し
て
も
４
９
２
億
円
と
巨
額
の
赤
字

と
な
る
見
込
み
を
明
ら
か
に
し
ま
し

た
。日

本
共
産
党
市
議
団
は
、
計
画
当

初
か
ら
過
大
な
見
積
も
り
で
、
県･

市

民
に
莫
大
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
に

な
る
と
反
対
し
て
き
ま
し
た
。

愛
宕
山
開
発
事
業
は
、
滑
走
路
沖

合
い
移
設
の
土
砂
採
集
と
連
動
し
た

宅
地
開
発
で
あ
り
、
国
策
に
沿
っ
た

事
業
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
赤

字
に
な
る
と
思
っ
て
も
中
止
で
き
な

か
っ
た
最
大
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
り

ま
す
。

県
知
事
は
「
見
通
し
が
甘
か
っ
た
。

中
止
し
、
跡
地
を
国
に
買
っ
て
も
ら
っ

て
米
軍
住
宅
に
」
と
対
策
に
一
つ
に

あ
げ
、
「
県･

市
民
の
負
担
の
か
か
ら

な
い
方
法
だ
」
と
発
言
し
、
自
ら
の

見
通
し
の
甘
さ
を
逆
手
に
取
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
の
大
西
議
員
は
、
県

の
こ
う
し
た
や
り
方
を
「
岩
国
市
民

に
負
担
を
押
し
付
け
る
も
の
」
と
厳

し
く
批
判
し
、
市
長
の
考
え
を
尋
ね

ま
し
た
。

井
原
市
長
は
、
街
づ
く
り
の
観
点

か
ら
も
、
空
母
艦
載
機
部
隊
の
受
け

入
れ
を
容
認
し
て
い
な
い
現
状
か
ら

も
米
軍
住
宅
へ
の
転
用
は
考
え
ら
れ

な
い
。
と
答
弁
し
ま
し
た
。

昨年12月19日、広島防衛施設局は、「岩

国市が空母艦載機部隊受け入れないので、

来年度の新市庁舎建設補助金35億円を財務

省に要求しない」と通告してきました。

久米前県議と日本共産党市議団は、仁比

参議院議員らと連絡を取り、防衛施設庁に

対して、「理不尽な制裁措置は直ちに中止

し、速やかに交付措置をとれ」と要請しま

した。



古
谷
議
員

周
辺
部
は
台
風
や
大

雨
で
の
災
害
が
発
生
し

て
も
国
や
県
の
補
助
基

準
に
達
し
て
い
な
い
と

放
置
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
総
合
支
所
を

中
心
に
学
校
、
保
育
所
、

公
民
館
、
集
会
所
な
ど

連
携
し
て
地
域
活
性
化

が
取
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
総
合
支
所
の

職
員
や
予
算
を
減
ら
し

た
の
で
は
先
細
り
に
な

り
ま
す
。
市
長
は
９
月
議
会
で
「
総
合

支
所
に
一
定
の
予
算
と
権
限
を
与
え
て

い
る
」
と
言
わ
れ
た
が
実
際
は
こ
の
有

様
で
す
。

災
害
を
未
然
に
防
ぎ
、
地
域
の
活
性

化
の
た
め
に
総
合
支
所
に
一
定
の
予
算

と
権
限
を
持
た
す
べ
き
で
す
。

武
居
農
林
水
産
部
長

高
齢
化
が
進
み
耕
作
放
棄
も
広
が
っ

て
い
る
中
、
大
雨
で
水
路
な
ど
の
土
砂

災
害
に
一
定
基
準
を
も
う
け
対
応
し
て

い
る
。
ご
指
摘
の
耕
作
放
棄
地
で
も
現

地
調
査
を
行
い
、
地
元
と
現
物
支
給
な

ど
の
方
法
も
含
め
て
検
討
し
ま
す
。

内
山
総
合
政
策
部
長

学
校
、
保
育
所
、
集
会
所
、
公
民
館

が
一
体
と
な
っ
て
地
域
活
性
化
の
た
め

に
行
事
を
取
組
ん
で
こ
ら
れ
た
。
合
併

後
も
大
役
を
担
っ
て
お
ら
れ
る
。
効
率

化
の
た
め
に
職
員
・
予
算
の
削
減
は
あ

り
ま
す
が
活
性
化
の
支
援
も
し
ま
す
。

古
谷
清
子
議
員

水
田
が
遊
休
地
と
か
災
害
規
模
が
小

さ
い
か
ら
補
助
で
き
な
い
で
は
だ
ん
だ

ん
荒
れ
ま
す
。

武
居
農
林
水
産
部
長

災
害
が
小
規
模
で
も
川
下
の
方
に
影

響
が
出
る
よ
う
な
場
合
は
補
助
を
検
討

し
ま
す
。

古
谷
清
子
議
員

周
東
町
の
中
央

公
民
館
は
職
員
が

１
名
減
で
予
算
も

減
ら
さ
れ
地
域
の

活
性
化
に
支
障
が

出
て
い
ま
す
。
公

民
館
や
総
合
支
所

を
効
率
化
の
名
の

も
と
に
ま
と
め
れ

ば
地
域
は
益
々
さ
び
れ
る
。
総
合
支
所

に
独
自
の
予
算
と
権
限
が
必
要
で
す
。

内
山
総
合
政
策
部
長

合
併
し
て
10
年
で
３
０
０
人
削
減
す

る
の
で
ど
こ
か
に
し
わ
寄
せ
に
な
る
が
、

住
民
に
影
響
な
い
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
。
予
算
編
成
と
権
限
だ
が
、
総
合
支

所
か
ら
今
ま
で
ど
お
り
要
求
が
あ
り
、

古
谷
清
子
議
員

品
目
横
断
経
営
安
定
化
対
策
に
つ
い

て
本
市
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
お
聞
き

し
ま
す
。

井
原
市
長

経
営
所
得
安
定
対
策
は
、
平
成
17
年

10
月
か
ら
は
じ
ま
り
、
農
業
の
担
い
手

確
保
・
農
地
保
全
の
た
め
大
綱
が
決
定

さ
れ
、
認
定
者
59
人
に
対
し
価
格
補
償

や
収
入
補
償
も
し
ま
す
。
こ
れ
以
外
に

も
支
援
し
て
い
き
ま
す
。

古
谷
清
子
議
員

国
の
農
政
は
品
目
横
断
を
中
心
に
進

め
ら
れ
て
い
る
が
、
新
農
政
は
、
販
売

農
家
の
４
分
の
３
、
全
農
家
の
９
割
を

き
り
す
て
る
こ
と
に
な
る
。
認
定
農
家

は
何
％
で
す
か
。

武
居
農
林
水
産
部
長

Ｗ
Ｔ
Ｏ
で
単
品
的
な
補
助
政
策
が
難

し
く
な
る
。
９
割
を
切
り
捨
て
る
の
か

と
の
こ
と
だ
が
、
役
割
分
担
し
て
や
る
。

米
は
３
年
間
猶
予
期
間
が
あ
る
。
農
業

の
多
面
的
な
課
題
は
地
方
の
方
に
な
る
。

岩
国
市
は
、
米
、
麦
、
大
豆
、
て
ん
さ

い
と
う
等
で
、
対
象
農
家
は
、
麦
は
３

農
家
、
１
法
人
、
米
は
４
５
０
０
戸
の

な
か
59
件
で
す
。

古
谷
清
子
議
員

麦
は
３
戸
１
法
人
、
米
は
59
農
家
で

後
は
勝
手
に
や
れ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

県
知
事
は
地
産
地
消
を
言
わ
れ
る
が
岩

国
市
の
取
組
状
況
を
聞
き
ま
す
。
ま
た

国
は
中
山
間
地
域
の
切
捨
て
る
方
策
だ

が
、
市
で
対
策
を
強
め
て
欲
し
い
。

武
居
農
林
水
産
部
長

①
今
ま
で
あ
っ
た
稲
作
と
か
、
価
格

安
定
策
は
あ
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
は
、

産
地
作
り
な
ど
あ
り
、
取
り
合
わ
な
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
地
産
地
消
を
含

め
て
協
議
会
が
あ
り
、
農
業
畜
産
含
め

て
で
す
。

古
谷
清
子
議
員

障
害
者
自
立
支
援
法
で
、
４
月
か
ら

作
業
所
の
利
用
が
１
割
負
担
と
な
り
、

利
用
者
も
経
営
者
も
圧
迫
さ
れ
ま
す
。

い
ま
ま
で
あ
る
作
業
所
は
、
家
庭
的

雰
囲
気
の
中
で
知
的
障
害
の
軽
度
か
ら

重
度
ま
で
の
人
が
働
い
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
支
援
法
出
来
て
、
Ａ
君
は
１
ヶ

月
働
い
て
６
０
０
０
円
の
収
入
で
す
が
、

今
後
は
利
用
料
を
取
ら
れ
ま
す
。
Ａ
君

は
利
用
料
を
払
う
の
な
ら
来
な
い
と
言
っ

て
い
ま
す
。

高
木
健
康
福
祉
部
長

小
規
模
作
業
所

の
今
後
に
つ
い
て
で
す
が
、
障
害
者
自

立
支
援
法
が
今
年
４
月
１
日
か
ら
実
施

さ
れ
て
、
知
的
障
害
、
身
体
障
害
、
精

神
障
害
が
再
編
さ
れ
、
自
立
支
援
と
非

支
援
事
業
と
な
り
、
利
用
料
や
施
設
運

営
が
心
配
さ
れ
ま
す
が
、
今
後
十
分
検

討
し
、
障
害
者
が
迷
わ
な
い
よ
う
取
組

み
ま
す
。

古
谷
清
子
議
員

地
域
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
利
用
料

は
か
か
る
の
で
す
か
。
市
に
委
託
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
い
ま
の
４
施
設
を

ま
と
め
る
の
で
す
か
。

高
木
健
康
福
祉
部
長

就
労
支
援
Ｂ
型
は
、
自
主
支
援
に
当

た
り
１
割
負
担
に
な
る
。
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
は
創
作
的
、
社
会
と
の
交

流
を
促
進
す
る
。
ど
ち
ら
に
す
る
か
と

い
え
ば
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
が
良

い
が
、
こ
れ
か
ら
施
設
が
決
め
ま
す
。

古
谷
清
子
議
員

障
害
者
自
立
支
援
法
は
、
自
民
党
と

公
明
党
に
よ
っ
て
改
悪
さ
れ
ま
し
た
。

今
で
は
、
自
公
の
議
員
か
ら
も
ひ
ど
い

と
批
判
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
市
長
は

艦
載
機
移
転
で
は
市
民
の
安
心
安
全
と

言
わ
れ
ま
す
。
国
が
決
め
た
か
ら
と
言

わ
ず
に
、
障
害
者
の
た
め
の
安
全
安
心

を
守
る
よ
う
要
望
し
ま
す
。

査
定
を
本
庁
が
や
る
だ
け
で
、
予
算

を
配
分
し
て
、
執
行
権
を
持
た
し
て

い
ま
す
。




